
管理職員の手当の改善を求める
管理職員特別勤務手当の改善を

国土交通省管理職ユニオン

中 央 本 部（2024.6）

昨年の人事院勧告で示された『給与制度のアップデート』から

①深夜勤務手当の金額を大幅に増やすこと
→ 事務所課長・出張所長 現行3,500円
②支給対象時間帯を大幅に拡大すること
→ 現行 ０時～５時
③特例勤務適用時においては、通常勤務時間～
特例勤務摘要【０時～】の間においても管理職
員特別勤務手当など新たな手当支給を

管
理
職
に
な
っ
た
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
に
見

合
っ
た
処
遇
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

責
任
は
大
き
く
な
り
、
年
収
が
減
っ
た
等

と
い
う
声
も
耳
に
し
ま
す
。
災
害
時
な
ど

は
、
部
下
が
超
過
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ

る
の
に
、
24
時
以
降
の
深
夜
手
当
か
土
日

の
管
理
職
特
勤
の
支
給
だ
け
で
す
。

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
手
当
の
改
善
を
求

め
て
要
求
し
て
い
ま
す
。

管理職ユニオンは次の点を強く要求
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